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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信手段と表示手段と操作手段とを有する第１の端末と、通信回線を介して前記第１の
端末と通信する通信手段を有し、建築物に配設された感知手段が感知した異状に基づいて
異状信号を発信する自動火災報知設備からの該異状信号を受け付けると、前記第１の端末
に表示させるための行動指示情報を前記第１の端末に向けて発信する支援装置と、を具備
する支援システムであって、
　前記支援装置は、第１の端末からの活動結果や状況の報告をログとして記憶し、
　前記支援装置に対して前記ログを発信するように要求して、前記ログを取得して表示で
き、さらに前記第１の端末に表示させるための情報を発信するように指令し、公設消防隊
到着の通知、公設消防隊への引継完了の通知、火災復旧の通知、火災断定の判断、避難指
示、の少なくとも一つの情報を前記第１の端末に表示させる第２の端末を備えたことを特
徴とする支援システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異状発生時に自衛消防隊の活動を支援する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　防火対象物である建築物には、火災等の異状を自動的に感知して警報を報知する自動火
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災報知設備（以下、自火報設備という）が設置される。この防火対象物においては、異状
発生時に備えて自衛消防隊が組織され、自火報設備の報知により火災等の異状を覚知する
と、現場確認や初期消火といった初期対応をはじめ、避難誘導、所轄消防への通報、等を
消防計画に従って行う。
【０００３】
　異状覚知後、例えば、自衛消防隊の本部隊員は防災センタに招集され、異状発生階の自
衛消防隊の地区隊員は、現場確認、消火器や屋内消火栓による初期消火といった初期対応
に当たらねばならない。
【０００４】
　しかしながら、平常時、自衛消防隊の隊員はそれぞれの業務を行っており、防災センタ
要員が自衛消防隊の各員に招集連絡を行っても、必ずしもその所在が明らかではなく、不
在の場合もある。また、順次、個別に連絡を行うようでは隊員への連絡に時間がかかり、
初期消火や、本部隊員の防災センタへの集合が遅れる虞がある。また、異状発生階に駆け
つけた防災センタ要員が地区隊員による初期対応を指示するにしても、口頭による指示で
あるため、現場から離れている地区隊員に異状の情報が届かない虞もある。また、異状覚
知後、異状が確認されたり所定時間が経過したりしたときに異状を警報するような自火報
設備を備えた防火対象物では、異状の警報があるまでは、異状発生階および直上階以外の
階に異状の情報が与えられない場合があり、施設利用者からの問い合わせがあったとして
も答えることができない。また、テナントが多数入居しているような建物では、自衛消防
隊の隊員同士の顔と名前が判らない場合もあり、連携した活動に支障を生じる虞がある。
【０００５】
　従来、隊員の所属、技能、勤務予定等の属性に応じて消防隊を編成し、その出動を支援
するようなシステムがある（例えば、特許文献１）。しかし、公設消防隊の出動を指令管
制するシステムであって、通報内容に応じて、出動させる車両を抽出し、出動可能な消防
職員を部隊編成して出動させるようなシステムであった。つまり、消防活動を専らの業務
とせず、すなわち消防用装備も無く、消火に係る専門知識も無い、しかも所在さえ定かで
ないような自衛消防隊員を対象とするものではなく、異状を覚知した防火対象物内におい
ての初期対応を支援するようなものではない。
【０００６】
　また、従来、火災が発生した防火対象物において、ＰＨＳを所持する現場作業員や消防
隊員の位置情報を取得し、火災現場から作業員を安全な避難経路へ誘導し、建物に進入し
て火災現場へ向かう消防隊員を安全に誘導する支援を行う自火報設備がある（例えば、特
許文献２）。しかし、火災等の異状覚知後に、防火対象物内での初期対応を行うために自
衛消防隊を組織して対処するようなものではない。
【０００７】
　また、従来、防火対象物（医療福祉施設）における火災等の異状発生時に、自衛消防隊
の活動を支援するシステムがある（例えば、特許文献３）。しかし、このシステムは、状
況を把握して伝達する先は各階ナースステーション等の固定した場所であって、各所で業
務を行っている職員個々へ情報を伝達するものではなく、その場にいなければ情報も得ら
れず、方々に散った職員を招集して組織し、初期対応を行うようなものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－０２４４６３号公報
【特許文献２】特開２００７－１６４６２５号公報
【特許文献３】特開平１１－１９５１９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したように、特許文献１～３に記載の従来技術では、火災等の異状覚知後に、必ず
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しも所在が明らかでない自衛消防隊等の自衛組織の隊員に事態を伝達するとともに招集し
、参加可能な隊員を迅速に組織編成し、初期対応に当たることができない。また、公設消
防隊が到着した場合や火災が復旧した等により、自衛消防隊の活動に変化が生じた場合に
隊員に情報を伝えることができなかった。
【００１０】
　本発明は、上記課題に鑑み、自衛消防隊の活動に変化が生じた場合に隊員に情報を伝え
ることができるシステムを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決するため、本発明に係る支援システムは、通信手段と表示手段と操
作手段とを有する第１の端末と、通信回線を介して前記第１の端末と通信する通信手段を
有し、建築物に配設された感知手段が感知した異状に基づいて異状信号を発信する自動火
災報知設備からの該異状信号を受け付けると、前記第１の端末に表示させるための行動指
示情報を前記第１の端末に向けて発信する支援装置と、を具備する支援システムであって
、前記支援装置は、第１の端末からの活動結果や状況の報告をログとして記憶し、前記支
援装置に対して前記ログを発信するように要求して、前記ログを取得して表示でき、さら
に前記第１の端末に表示させるための情報を発信するように指令し、公設消防隊到着の通
知、公設消防隊への引継完了の通知、火災復旧の通知、火災断定の判断、避難指示、の少
なくとも一つの情報を前記第１の端末に表示させる第２の端末を備えたことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る支援システムは、上記の構成によれば、異状発生時に第１の端末に行動指
示情報を表示させて自衛消防活動を支援し、自衛消防活動に変化が生じた場合に第２の端
末から第１の端末に情報を表示させて状況の変化を知らせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る支援システムの構成を示す図である。
【図２】本発明に係る支援装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明に係る支援装置における部隊候補データベースの一例を示す図である。
【図４】本発明に係る端末の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明に係る支援システムの動作の一例を示すシーケンス図である。
【図６】本発明に係る端末における選定された役割の表示例を示す図である。
【図７】本発明に係る端末における異状信号に基づく状況の表示例を示す図である。
【図８】本発明に係る端末における現場確認要員が異状確認を行う画面の表示例を示す図
である。
【図９】本発明に係る支援装置における兼務禁止役割データベースの一例を示す図である
。
【図１０】本発明に係る支援装置における兼務可能役割データベースの一例を示す図であ
る。
【図１１】本発明に係る端末における部隊編成の表示例を示す図である。
【図１２】本発明に係る支援装置における部隊候補データベースの変形例を示す図である
。
【図１３】本発明に係る支援装置における部隊候補データベースの他の変形例を示す図で
ある。
【図１４】本発明に係る端末における自衛消防隊への参加要請の画面の表示例を示す図で
ある。
【図１５】本発明に係る支援システムの変形例における通知装置の構成の一例を示すブロ
ック図である。
【図１６】本発明に係る支援システムの変形例におけるプッシュ型情報通知の動作例を示
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すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
１．実施形態
１－１．自動火災報知設備の構成
　まず、本実施の形態に係る支援システム１００と通信接続される、建築物に設置された
自動警報設備である自動火災報知設備２００（以下、自火報設備２００）について、図１
に基づいて説明する。自火報設備２００は、信号線Ｃ１と通信回線３とを介して支援シス
テム１００と通信接続される。
【００１５】
　自火報設備２００は、火災やガス漏れ等の異状を感知する感知手段としての火災感知器
５、ガス漏れ検知器６等を有し、これらの感知手段は防火対象物である建築物に配設され
る。これらの感知手段は、信号線Ｃ４を介して、あるいは中継手段である中継器８と信号
線Ｃ４とを介して、受信機１０へ接続され、異状を感知すると異状感知信号を受信機１０
へ送出する。
【００１６】
　これらの感知手段は、アドレス等の固有の識別子を有し、異状を感知したときはどの感
知手段が異状を感知したか判別できるようになっているものがある。また、これらの感知
手段が固有の識別子を有しない場合でも、これら感知手段が配設された区画を受信機１０
が特定できるような区画情報を有しており、感知手段が異状を感知したときはどの区画で
異状が感知されたか判別できるようになっている。すなわち、自火報設備２００は、感知
手段に固有の識別子又は感知手段が配設された区画情報に基づいて異状を感知した場所を
示す感知手段位置情報を有する。そして、これらの感知手段が異状を感知し、異状を感知
した感知手段からの異状感知信号を受信した受信機１０が、蓄積機能等を有する図示しな
い火災判断手段で火災等の異状と判断すると、異状を感知した感知手段が感知した異状の
内容と上記感知手段位置情報とを含めた異状信号を送出する。このとき異状信号に含まれ
る感知手段位置情報は、異状を感知した火災感知器５又はガス漏れ検知器６に固有の識別
子又は区画番号等である。受信機１０が送出する上記異状信号は、後述する支援システム
１００に送出されて異状の内容とその位置情報とを含む異状情報が作成され、自衛消防隊
員が所持する端末２へ異状情報をプッシュ通知させ、表示させる。このように通信回線３
を介して火災等の上記異状信号を送出するために、受信機１０は、通信回線３と接続して
通信する、図示しない通信手段を備える。
【００１７】
　また、自火報設備２００は、地区音響警報装置としての音声警報装置７を有し、音声警
報装置７は防火対象物である建築物に配設される。この地区音響警報装置は、直接に信号
線Ｃ４を介して、又は、中継手段である中継器９と信号線Ｃ４とを介して、受信機１０へ
接続される。そして、音声警報装置７は、受信機１０からの信号に応じて、火災感知放送
、火災放送、非火災放送を出力する。なお、上記の地区音響警報装置は、音声警報装置７
に限るものでない。例えば、図示しない非常警報設備や、図示しない地区ベルに代えても
よい。なお、自火報設備２００は上記に限るものではなく、公知のあらゆる自動火災報知
設備を適用し得るものである。例えば、無線式の火災感知器を有する等、自動火災報知設
備における信号授受の一部又は全てを無線通信するものであってもよい。また、例えば、
固有の信号線で火災感知器と受信機とを接続するＰ型システムであっても、共通の信号線
で接続して多重伝送を行うＲ型システムであってもよい。そして、感知手段が火災等の異
状を感知し、火災判断手段が火災等の異状としたときに、通信回線３を介して上記異状信
号を送出する通信手段を備えるものであればよい。また、そのような通信手段が備わらな
い受信機を用いる場合であっても、受信機に接続して上記異状信号を通信回線３に送出可
能な通信手段を設けるようにしてもよい。この通信手段は、受信機に通信インターフェー
スとして内蔵してもよいし、受信機の信号出力を受信して通信回線３へ異状信号を送出す
る通信インターフェースとして受信機の外部に設ける中継器であってもよい。
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１－２．支援システムの構成
　次に、本実施の形態に係る支援システム１００の構成について、図１に基づいて説明す
る。支援システム１００は、支援装置１と、自衛消防隊の隊員が所持し携帯する１以上の
端末２と、通知装置４とで構成される。なお、端末２には、自衛消防隊の役割を選定され
た隊員が所持する端末２Ａ、自衛消防隊の隊員候補でありながら、その役割が選定されて
いない隊員候補が所持する端末２Ｂ、防災センタに設置される端末２Ｃ、があり、これら
を総称して端末２とする。支援装置１と端末２と通知装置４とは、通信回線３を介して互
いに通信する。通信回線３は、例えばインターネットであるが、これに限るものではない
。例えば、ＩＭＴ－２０００に準拠した無線通信網や、ｉＥＥＥ８０２．１１に準拠する
無線ＬＡＮなどであってもよく、また、当該建築物内に設けた無線通信網をインターネッ
ト等の通信回線３にゲートウェイを介して接続して一体的に運用するようにしてもよい。
通信回線３は、少なくとも端末２と無線通信で接続され、支援装置１とは無線又は有線で
接続され、支援装置１と端末２との間で通信を行う通信網である。なお、受信機１０は、
通信回線３を介して無線又は有線で支援システム１００と接続され、受信機１０と支援シ
ステム１００との間で通信を行うが、受信機１０は通信回線３を介することなく無線又は
有線で支援装置１と直接接続されるようにしてもよい。
１－３．支援装置の構成
　次に、支援システム１００を構成する支援装置１の構成について、図２に基づいて説明
する。支援装置１は、自衛消防隊員による活動を支援するための装置であり、通信部１３
と、記憶部１２と、制御部１１とを有する。支援装置１は、例えばサーバであり、クラウ
ドコンピューティングの機能によって構成されるクラウドサーバであってもよい。
［通信部］
　通信部１３は、信号線Ｃ２と通信回線３とを介して、端末２および受信機１０と制御情
報等を通信するインターフェースである。なお、通信部１３は、信号線Ｃ２に代えて無線
通信で通信回線３と接続するようにしてもよい。このように、支援装置１の通信部１３を
ネットワーク経由等の通信回線３を介して通信させることにより、自火報設備２００が設
置された防火対象物の外部に支援装置１を設けることが可能である。また、端末２とは通
信回線３を介して通信する一方で、受信機１０とは直接、有線接続又は無線接続されるよ
うにしてもよい。すなわち通信部１３は、端末２と通信回線３を介して通信する第１の通
信部と、受信機１０と通信する第２の通信部と、により構成されてもよい。なお、支援装
置１は、端末２との間で互いに識別して通信を確立するために、通信識別子を備えて後述
する記憶部１２に記憶するようにしてもよい。
［記憶部］
　記憶部１２は、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、ハードディスク等の不揮発性の記憶手段で
あり、自衛消防隊員の活動を支援するための処理を実行するプログラムを記憶する。また
、記憶部１２は、部隊候補データベース（図において「データベース」を「ＤＢ」と表記
する）１２１を有する。
【００１８】
　部隊候補データベース１２１は、自衛消防隊を編成するための第１の記憶領域としての
データベースであり、自衛消防隊の役割と、その役割毎の定数と、優先して隊員を選定す
る役割の順位である役割優先順位と、隊員候補情報と、を関連付けて記憶する。その一例
を図３に示す。本実施形態における部隊候補データベース１２１は、自衛消防隊の役割と
しての本部隊や各地区隊といった部隊毎に担当する役割と、自衛消防隊を編成する際に優
先して隊員を選定する役割の順位である役割優先順位と、役割毎の定数と、隊員候補情報
と、が予め消防計画に従って登録される。隊員候補情報としては、少なくとも役割に選定
する候補者としての隊員候補を登録する必要があり、その隊員候補から隊員を選定するも
のである。しかし、現実には、その役割に対して相応しい隊員候補から順に選定されるよ
うにすることが望ましく、隊員候補情報としては、当該役割の候補者とその候補者を選定
する為のパラメータとしての属性情報とを関連付けて登録することが望ましい。そして、
本実施形態では、隊員候補情報として、役割毎に優先して隊員を選定する順に隊員候補が
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登録される。例えば、図３において本部隊本部長の役割には、優先して選定する順に隊員
候補番号（隊員候補００１、隊員候補００２、隊員候補００３、隊員候補００９）が登録
されている。すなわち、部隊候補データベース１２１は、自衛消防隊の役割毎に優先して
選定される順位である選定優先順位を含めて隊員候補情報として記憶するものであり、こ
の隊員候補の選定優先順位は、隊員候補の属性情報の一例である。隊員候補は、図３のよ
うに隊員候補番号で登録されてもよいし、氏名で登録されるようにしてもよく、隊員候補
を識別し特定できるようにしておけばよい。後述するように、本実施形態では、役割優先
順位の上位順に役割毎に当該定数を充足するように隊員候補から隊員を選定するものであ
り、更に、役割毎に選定優先順位に基づいて隊員候補から隊員を選定するものである。な
お、この実施形態では、自衛消防隊の役割に合わせてその役割毎の定数を設定しているが
、定数を用いないことも可能であり、例えば、役割を細分して、「消火係Ａ」「消火係Ｂ
」「消火係Ｃ」等に分けてそれぞれ隊員候補を設定することもできる。
［制御部］
　制御部１１は、記憶部１２に記憶されたプログラムに基づいて支援装置１の各部の動作
を制御する制御手段である。制御部１１は、図示せぬＣＰＵ等の演算処理装置を備え、そ
の機能的構成として、編成部１１１、情報生成部１１２、発信部１１３を備える。更に、
異状断定部１１４を備えるようにしてもよい。
【００１９】
　編成部１１１は、通信部１３を介して受信する受信機１０からの異状信号に基づいて、
記憶部１２の部隊候補データベース１２１を参照して、役割優先順位の上位の役割順に役
割毎の定数を充足するように隊員候補から隊員を選定して、自衛消防隊を編成する災害対
応編成を実行する編成手段である。本実施形態では、更に、役割毎に選定優先順位に基づ
いて隊員候補から隊員を選定する。このようにして自衛消防隊を編成することによって、
優先すべき役割に対して優先して選定されるべき属性を有する隊員候補から隊員が選定さ
れ、自衛消防隊を適切に編成することができる。
【００２０】
　情報生成部１１２は、編成部１１１が編成した自衛消防隊について、選定された隊員を
発信先とする役割情報を発信部１１３から発信させる支援情報として生成する支援情報生
成手段である。この支援情報は、自衛消防隊の隊員候補が所持する端末２に表示させる情
報であり、選定された隊員が所持する端末２を発信先とする支援情報が発信部１１３から
発信され、これを取得した当該端末２は当該支援情報を表示する。また、情報生成部１１
２は、自衛消防隊の隊員が端末２から発信する情報に基づいて、自衛消防隊を支援する情
報としての支援情報を生成するようにしてもよい。自衛消防隊の隊員が端末２から発信す
る情報に基づいて生成する支援情報については後述する。
【００２１】
　発信部１１３は、上述したように、異状信号又は自衛消防隊の隊員が端末２から発信す
る情報に基づいて、情報生成部１１２によって生成される支援情報を通信部１３から発信
させる発信手段である。
１－５．端末の構成
　次に、支援システム１００を構成する端末２の構成について、図４に基づいて説明する
。図４は端末２の構成を示すブロック図である。
【００２２】
　端末２は、制御部２１と、記憶部２２と、通信部２３と、表示部２４と、操作部２５と
を有する。端末２は、防火対象物である建築物での異状に対処する自衛消防隊の隊員又は
隊員候補が所持する携帯型の端末装置であり、例えばスマートフォンやタブレット端末や
ウェラブル端末等である（図６～８を参照）。端末２には、支援装置１が自衛消防隊を編
成した後に、役割を選定された隊員が所持する端末２Ａと、役割が選定されなかった隊員
候補が所持する端末２Ｂとがあり、自衛消防隊が編成される前にはその区別はなく、これ
らを総称して端末２とする。更に、防災センタに設置されて、自衛消防隊全体の活動状況
を把握したり、本部からの指示を各地区隊に発信したりするための端末装置として、例え
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ばデスクトップＰＣやラップトップＰＣから成る端末２Ｃを備えてもよい。
［制御部］
　制御部２１は、図示せぬ演算処理装置としてのＣＰＵ等を有し、ＣＰＵが記憶部２２等
に記憶されているプログラムを読み出して実行することにより端末２の各部を制御する制
御手段である。また、制御部２１は、当該端末２を発信先とする支援装置１から発信され
る支援情報を取得して表示部２４に表示させる。このとき制御部２１は、当該端末２を発
信先とする支援装置１から発信される支援情報に基づいて起動するようにしておくことが
望ましい。すなわち、平常状態では端末２の制御部２１は休止状態としておき、当該端末
２を発信先とする支援装置１からの支援情報が通信部２３を介して受信されると、制御部
２１を起動させる図示しない起動手段としての起動部を備えるとよい。なお、これに限ら
ず制御部２１を常に起動させておき、当該端末２を発信先とする支援装置１からの支援情
報を常時受信し取得できるようにしてもよい。このとき、制御部２１は、定期的に支援装
置１にアクセスし、当該端末２に対する支援情報がある場合に、この支援情報を支援装置
１から取得するようにしてもよい。なお、本実施形態では、端末２が支援装置１からの支
援情報を随時取得できるものとして説明し、当該端末２を発信先とする支援装置１からの
支援情報に基づいて制御部２１を起動させる構成については後述する。
［記憶部］
　記憶部２２は、フラッシュメモリやＳＳＤ（ソリッドステートドライブ）などの不揮発
性の記憶手段であり、制御部２１のＣＰＵに読み込まれて実行されるプログラムを記憶す
る。また、記憶部２２は、防災支援アプリ２２１を有する（図示せず）。この防災支援ア
プリ２２１は、自衛消防隊員の活動を支援するための処理を実行するプログラムである。
この防災支援アプリ２２１は、支援装置１から発信された支援情報を表示部２４に表示さ
せる。また、記憶部２２には、自己の識別子としての端末識別子が記憶される。この端末
識別子は、支援装置１との通信用の端末識別子、例えば端末ＩＤであり、予め登録されて
いてもよいし、また、支援装置１との間で、各種項目の設定登録作業を行うことにより、
記憶部２２に記憶されるようにしてもよい。
［通信部］
　通信部２３は、通信回線３を介して支援装置１と通信を行うための通信手段であり、無
線通信によって通信回線３と接続するインターフェースである。なお、端末２は、支援装
置１との間で互いに識別して通信を確立するために、通信識別子を備えて記憶部２２に記
憶するようにしてもよい。
［表示部］
　表示部２４は、液晶などを利用した画面２４１を備え、制御部２１からの指示に応じて
この画面２４１に画像が表示され、例えば支援装置１から発信された支援情報に基づく画
像が表示される。
［操作部］
　操作部２５は、当該端末２を所持する隊員又は隊員候補が、表示部２４の表示を選択操
作したり、情報を発信する操作をしたりする操作手段であり、例えばタッチパネル２５１
を有する。タッチパネル２５１は、例えば操作者の指などの指示体によって操作され、表
示部２４の画面２４１に重なる領域における位置を指示する操作者の操作を検出する。タ
ッチパネル２５１は例えば、画面２４１に重ねられた透明な静電容量方式のタッチパネル
である。
１－６．支援システムの動作
　次に、支援システム１００の動作について、図５のシーケンス図に基づいて説明する。
１－６－１．災害対応編成
　支援システム１００における災害対応編成は、自火報設備２００からの火災信号に基づ
いて実行する。まず、自火報設備２００における火災の感知について説明する。自火報設
備２００に備わる火災感知器５（図１参照）は、火災に起因する物理現象を検出すること
に基づいて火災を感知する。火災そのものを検出するわけではないので、火災ではないに
もかかわらず一定の条件を満たすと火災感知器５は火災を感知したものと判定してしまう
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場合もある。したがって、自火報設備２００の受信機１０から発信される火災信号を受け
付けたとき、支援システム１００は、後述する現場確認に基づいて判断することにより信
頼性の高い火災断定を行うことができる。ここでは説明の便宜上、自火報設備２００（受
信機１０）が発信した火災信号（Ｓ１０１）を受け付けることによって支援装置１に災害
対応編成を実行させるものとして説明する。なお、自火報設備２００が設置された建築物
の防災関連設備では、火災感知器５が火災を感知したことに加え、所定の条件を満たすこ
とによって、火災であると断定し、火災断定信号を発信するものがある。例えば、現場確
認結果による火災断定の操作入力があること、図示しない発信機や非常電話の操作が行わ
れたこと、火災感知した火災感知器５とは異なる区画の火災感知器５が火災を感知して火
災が拡大したと判断できること、火災感知器５が火災を感知してから火災確認されぬまま
所定時間が経過したこと、等のいずれかである。このような火災断定信号（Ｓ１０９）を
受け付けたときも、支援装置１に災害対応編成を実行させる。なお、上記において、火災
は本発明における異状の一例であり、火災信号は本発明における異状信号の一例であり、
火災断定は本発明における異状断定の一例である。本発明における異状感知は、火災感知
だけに限るものではなく、平常時とは異なる状態であって当該建築物において自衛消防隊
の対応を要したり、当該建築物からの避難を要したりする、あらゆる非常事態の感知を含
むものである。
【００２３】
　上述したように、異状としての火災が発生したと断定されたものとして、これに基づい
て実行される支援システム１００における災害対応編成について説明する。すなわち、自
火報設備２００の受信機１０から発信される火災信号又は火災断定信号を支援装置１が受
け付けたときに（Ｓ１０１、Ｓ１０９）、災害対応編成を行うものである。このため、図
５に記したステップＳ１０２～Ｓ１０８における現場確認要員による現場確認の工程は、
ここでは除いて説明する。
【００２４】
　まず、支援装置１は、通信部１３を介して受け付けた火災信号又は火災断定信号に基づ
いて、火災が発生したと断定する（Ｓ１１０）。そして、支援装置１の編成部１１１は部
隊候補データベース１２１を参照して、役割優先順位の上位の役割順に役割毎の定数を充
足するように隊員候補から隊員を選定して、自衛消防隊を編成する災害対応編成を実行す
る（Ｓ１１１）。このとき、役割毎に選定優先順位に基づいて隊員候補から隊員を選定す
る。
【００２５】
　例えば、図３に示した部隊候補データベース１２１の例では、登録されている役割優先
順位に従って、本部隊本部長、本部隊隊長、１階地区隊隊長、１階地区隊消火係、本部隊
避難誘導係、（以下、省略）、といった順に、各役割の隊員を選定する。まず、役割優先
順位が最上位であり、最優先で隊員を選定する定数１の本部隊本部長には、本部隊隊長に
対する選定優先順位の最も高い隊員候補００１が選定される。そして、次に役割優先順位
の高い定数１の本部隊隊長には、本部隊隊長に対する選定優先順位の最も高い隊員候補０
０２が選定される。同様にして、役割優先順位に従って順次隊員を選定する。このように
選定された隊員候補００１、００２は、選定された時点で自衛消防隊の隊員であるので、
便宜のため上記候補を外して、それぞれ隊員００１、００２と称する。このようにして自
衛消防隊を編成することによって、優先すべき役割に対して優先して選定されるべき属性
を有する隊員候補から隊員が選定され、自衛消防隊を適切に編成することができる。
【００２６】
　なお、この隊員候補が不在であるなど、自衛消防隊を編成する上で不都合がある場合は
、この不在者を除外して次に選定優先順位の高い隊員候補が選定されるようにするとよい
。例えば、上記において、本部隊本部長に選定すべき隊員候補００１が不在の場合は、次
に選定優先順位の高い隊員候補００２が本部隊本部長に選定される。そして、次に本部隊
隊長を選定する際、隊員候補００２は不在ではないものの、既に本部隊本部長に選定され
ているので、次に選定優先順位の高い隊員候補００３が本部隊隊長に選定されるようにす
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る。このように自衛消防隊を編成することにより、不在者を除外して自衛消防隊を編成し
たとしても、選定優先順位の高い隊員候補が選定されるので、自衛消防隊を適切に編成す
ることができる。不在者を除外する構成については後述する。
【００２７】
　なお、災害対応編成を実行するに際し（Ｓ１１１）、発生場所の階に対応する地区隊と
その直上階に対応する地区隊について、他の地区隊よりも優先して役割を選択することが
望ましい。そうすることにより、火災発生場所の地区隊、換言すれば出火階と直上階の地
区隊を、迅速かつ適切に編成することができ、発生した異状に対して迅速かつ適切に対応
することができる。
【００２８】
　次に支援装置１は、情報生成部１１２が、編成部１１１が編成した自衛消防隊について
、選定された隊員を発信先とする役割情報を発信部１１３から発信させる支援情報として
生成する（Ｓ１１２）。このとき、当該隊員に成すべきことを伝えるように、情報生成部
１１２は役割情報とともに行動指示情報も支援情報として生成するようにしてもよい。ま
た、情報生成部１１２は、自衛消防隊の隊員が端末２から発信する情報に基づいて、自衛
消防隊を支援する情報としての支援情報を生成するようにしてもよい。自衛消防隊の隊員
が端末２から発信する情報に基づいて生成する支援情報については後述する。情報生成部
１１２が生成した支援情報は、自衛消防隊の役割が選定された隊員が所持する端末２Ａに
表示させる情報であり、選定された隊員が所持する端末２Ａを発信先とする支援情報とし
て少なくとも役割情報が発信部１１３から発信される（Ｓ１１３）。
【００２９】
　この支援情報を取得した当該端末２Ａは当該支援情報を表示する。例えば、上記におい
て、本部隊本部長に選定された隊員００１が所持する端末２Ａには、本部隊本部長の役割
が選定されたことを示す支援情報が表示される。このとき、更に行動指示情報が表示され
るようにしてもよい。例えば、本部隊本部長に対しては、その役割に選定されたことを示
すとともに、事態に対応すべく防災センタへ向かうように指示するようにしてもよい。こ
のときの端末２Ａの表示例を図６に示す。この表示は、ある地区隊の消火係に選定された
隊員が所持する端末２Ａへの表示の一例であり、選定された役割と行動指示とが表示され
ている。
１－６－２．初期対応編成
　上述したように、自火報設備２００からの火災信号（Ｓ１０１）に基づいて、支援シス
テム１００が現場確認要員を選定し、現場確認に基づいて火災と断定する工程を設けるこ
とが望ましい。
【００３０】
　支援装置１の制御部１１は、その機能的構成として異状断定部１１４を備える。自火報
設備２００の受信機１０が発信した異状信号としての火災信号を、通信部１３を介して受
け付けた支援装置１は、まず、受け付けた火災信号に含まれる異状の内容とその位置情報
から、異状が火災発報（火災が感知されたこと）であることと、その発生場所とを特定す
る（Ｓ１０２）。そして、支援装置１の編成部１１１は部隊候補データベース１２１を参
照して、発生場所に対応する地区隊の隊員候補を現場確認要員として選定する初期対応編
成を実行する（Ｓ１０３）。例えば、１階で火災発報があった場合、１階地区隊の隊員候
補（例えば、図３では隊員候補００９～０１８、０２０）の一部又は全部を現場確認要員
として選定する。
【００３１】
　初期対応編成の後、支援装置１の情報生成部１１２は、選定された現場確認要員を発信
先とする異状確認指示としての現場確認指示を発信部１１３から発信させる支援情報とし
て生成する（Ｓ１０４）。支援装置１の発信部１１３は、生成された上記支援情報を選定
された現場確認要員が所持する端末２Ａを発信先として発信する（Ｓ１０５）。当該端末
２Ａはこれを受信して、現場確認を行うように指示する表示を表示部２４の画面２４１に
行う（Ｓ１０６）。このとき、当該建築物において火災発報があったことや、その発生場
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所を示すように地図表示するようにしてもよい（例えば、図７を参照）。このように発生
場所を地図表示することにより、現場確認要員は自らが確認すべき場所を容易に認識する
ことができ、更には現場へ向かう適切な経路をも知ることができる。そして、現場に到着
した現場確認要員は、異状としての火災を目視等によって自ら確認する（Ｓ１０７）。そ
して、火災発生を確認したならば、所持する端末２Ａの操作部２５を操作して火災を確認
したことを示す異状確認情報を支援装置１に向けて発信する（Ｓ１０８）。
【００３２】
　このとき、現場確認要員の端末２Ａの画面２４１には現場確認用画面を表示させておき
（例えば、図８を参照）、火災発生を確認したか（例えば、図８の火災確認釦２４２１ａ
）、否か（例えば、図８の非火災確認釦２４２１ｂ）、を選択して操作できるようにし、
現場報告をできるようにしておくとよい。また、上述した地図表示（図７）等の画面にお
いて現場報告釦２４１６ｂを操作して、上述した現場確認用画面（図８）を表示させるよ
うにしてもよい。このようにすることにより、現場確認要員は容易に現場報告を行うこと
ができる。加えて、所持する端末２Ａを用いて現場写真を撮影し、上記現場報告に添えて
撮影した現場写真を送信するようにしてもよく、支援装置１が現場報告とともに受信した
現場写真を本部隊隊員の所持する端末２Ａに表示させることにより、現場の状況を本部で
共有することができる。
【００３３】
　現場確認要員の所持する端末２Ａから発信される異状確認情報は、支援装置１が通信部
１３を介して受け付ける（Ｓ１０８）。そして当該異状確認情報が火災発生を確認したこ
とを示す情報であった場合、支援装置１の異状断定部１１４は、火災が発生したものと断
定する（Ｓ１１０）。また、当該異状確認情報が火災ではなかったことを確認したことを
示す情報であった場合、異状断定部１１４は火災が発生したものとは断定せず、先に述べ
た災害対応編成（Ｓ１１１）を行わない。このようにすることにより、迅速に火災の現場
確認を行うことができ、支援装置１は、現場確認によって火災が発生したと断定されてか
ら編成部１１１が災害対応編成を実行するので、誤報による自衛消防隊の出動を防止する
ことができ、自衛消防隊の活動を適切に支援することができるものである。なお、上述し
た初期対応編成とこれに伴う動作は、これに代わる火災断定工程を別途設ける場合や、火
災信号の信頼性が極めて高い場合は、省略するようにしてもよい。
１－６－３．役割の兼務
　上述したように自衛消防隊を編成するに当たり、限られた隊員候補から役割の定数を充
足するように編成するためには、一人の隊員に複数の役割を兼務させたい場合が発生し得
る。しかしながら、指揮等の専念すべき役割に選定された隊員が他の役割に選定されたり
、異なる場所で同時に活動するような無理な選定がされたりすると、編成された自衛消防
隊が有効に機能しないことは自明である。一方、連続的に活動しているわけではない役割
もあり、異なる場所で同時に活動することがないような役割は、兼務可能な役割の対象と
なり得る。したがって、専念すべき役割に選定された隊員が他の役割に選定されたり、異
なる場所で同時に活動するような無理な選定がされたりすることがないようにし、更に、
予め定めた兼務可能な役割を兼務させて役割毎の定数を満たすことができるようにする仕
組みが必要となり得る。なお、自衛消防隊の役割としては、一般的に次のものが上げられ
る。指揮係は、指揮所の設置、避難・消火活動の状況把握、隊長の指示・命令の伝達、必
要資材の結集及び資料・情報等の確保を行う。通報連絡係は、消防機関への通報の確認と
、隊長への災害状況報告及び隊長の指示・命令の伝達、外部との連絡を行う。消火係は、
消火器又は屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行う。避難誘導係は、在館者を
安全な場所に誘導・引率する。安全防護係は、排煙口の操作及び防火戸、防火シャッター
、防火ダンパーの封鎖等を行う。救護係は、負傷者等の応急手当を行い、救急隊と密接な
連絡をとり、速やかに負傷者等を病院に搬送できるように適切な対応をとる。これらのよ
うな役割が本部隊および地区隊（フロア毎等）で編成されるが、各役割は固定的ではなく
自由に統合・細分でき、例えば、持ち出し用に管理されている印章、重要データ・書類、
現金等を持ち出す非常持出係等を追加設置することもできる。
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【００３４】
　上述した役割毎の兼務可否を解決する仕組みとして、支援装置１の記憶部１２に、第２
の記憶領域として、役割毎に兼務を禁止する兼務禁止役割データベース１２２を更に備え
るようにするとよい。そして、上述した災害対応編成を実行する際には（図５のＳ１１１
）、部隊候補データベース１２１を参照して役割毎に定数を充足するように隊員候補から
選定するとともに、兼務禁止役割データベース１２２をも参照して兼務を禁止する複数の
役割に隊員が選定されないように災害対応編成を行うとよい。兼務禁止役割データベース
１２２は、例えば図９に示すように、役割同士を関係付けて兼務を禁止する組合せを予め
消防計画に基づいて登録しておく。例えば、隊員候補００２～００４、００７、００８が
不在の場合について、隊員を選定する例を図３、図９に基づいて、役割優先順位８まで説
明する。なお、ここでは説明の便宜の為、各役割の定数を１として説明する。まず、優先
して隊員を選定する役割の順位が最も高い、役割優先順位が１の本部隊本部長には、編成
部１１１が部隊候補データベース１２１（図３）を参照して、選定優先順位の最も高い隊
員候補００１を選定する。次に、役割優先順位が２の本部隊隊長には、編成部１１１が選
定優先順位の高い順に部隊候補データベース１２１（図３）を参照し、不在の隊員候補０
０２～００４を除外して最後に残った隊員候補００９を選定する。そして、役割優先順位
が３の１階地区隊の隊長には、編成部１１１が選定優先順位の高い順に部隊候補データベ
ース１２１を参照し、隊員候補００９が再び選定候補となるが、隊員候補００９は既に本
部隊隊長に選定されている。そこで、編成部１１１が兼務禁止役割データベース１２２（
図９）を参照すると、本部隊隊長と１階地区隊隊長とは兼務が禁止されていることから、
編成部１１１は１階地区隊隊長に隊員候補００９を選定せず、次に選定優先順位の高い隊
員候補０１１を選定する。同様にして、役割優先順位が４の１階地区隊消火係には隊員候
補０１０が、役割優先順位が５の本部隊避難誘導係には隊員候補０１２が、役割優先順位
が６の本部隊安全防護係には隊員候補００５が、役割優先順位が７の本部隊救護係には隊
員候補００６が、それぞれ選定される。次に、役割優先順位が８の本部隊通報連絡係には
、編成部１１１が選定優先順位の高い順に部隊候補データベース１２１を参照し、隊員候
補００６が再び選定候補となるが、隊員候補００６は既に本部隊救護係に選定されている
。そこで、編成部１１１が兼務禁止役割データベース１２２（図９）を参照すると、本部
隊救護係と本部隊通報連絡係とは兼務が禁止されていないことから、編成部１１１は本部
隊通報連絡係に隊員候補００６を選定する。なお、このような兼務は、他に隊員候補が存
在しない場合に限ってもよい。図示した例では、本部隊通報連絡係には隊員候補００５～
００８から選定し得る。しかし、この場合であっても、隊員候補００７、００８は不在で
あり、隊員候補００５は既に兼務が禁止されている本部隊安全防護係に選定されているこ
とから、隊員候補００６が兼務することとなる。このようにして役割優先順位の順に、全
ての役割について隊員を選定する。
【００３５】
　なお、自衛消防隊の役割において兼務できる役割は限られることから、兼務を禁止する
役割の組合せを登録することに代えて、兼務を許可する役割の組合せを登録するようにし
てもよい（例えば、図１０を参照）。仮に、これを兼務許可役割データベースと称する。
兼務許可役割データベースは、本発明において支援装置１の記憶部１２に設けられる第２
の記憶領域の一例である。そして、災害対応編成を実行する際には（図５のＳ１１１）、
部隊候補データベース１２１を参照して役割毎に定数を充足するように隊員候補から選定
するとともに、兼務許可役割データベースをも参照して兼務が許可されていない複数の役
割に隊員が選定されないように災害対応編成を行う。このように構成すると、兼務できる
役割が少ない場合は、兼務禁止役割データベース１２２よりも少ない作業で登録すること
ができる。
【００３６】
　以上のように、支援装置１の記憶部１２に、消防計画に従って自衛消防隊の役割毎に兼
務を禁止又は許可する他の役割を関連付けて記憶させた第２の記憶領域を備え、編成部１
１１はこれを参照して、兼務を禁止する複数の役割に隊員が選定されないように災害対応
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編成を行うようにすると、専念すべき役割に選定された隊員が他の役割に選定されたり、
異なる場所で同時に活動するような無理な選定がされたりすることがなく、自衛消防隊を
適切に編成することができる。また、兼務可能な役割を兼務することが可能となり、役割
の定数を満たすように自衛消防隊を編成することができる。
１－６－４．支援情報の他の提供先および他の支援情報
　上述した自衛消防隊の編成における説明では、支援システム１００が提供する支援情報
は、端末２Ａに対する役割情報および行動指示情報であったが、支援システム１００が支
援情報を提供する対象は端末２Ａに限るものではなく、また、提供する支援情報は役割情
報と行動指示に限るものではない。例えば、自衛消防隊の役割に選定されなかった隊員候
補が所持する端末２Ｂに支援情報を提供してもよい。また、支援情報としては、火災感知
情報、火災断定情報、非火災情報を提供するようにしてもよい。上記の火災感知情報、火
災断定情報、非火災情報は、それぞれ本発明における、少なくとも現場確認要員を発信先
とする異状信号に基づく異状感知情報、少なくとも選定された隊員を発信先とする異状断
定情報、異状信号が誤報であったときに少なくとも異状感知情報の発信先を発信先とする
非火災情報、の一例である。
【００３７】
　まず、初期対応編成の際、現場確認要員が所持する端末２Ａ以外の他の隊員候補が所持
する端末２Ｂにも、火災発報があったことを示す火災感知情報を支援装置１が予め発信す
ることにより、災害対応編成の際に役割を与えられる可能性がある隊員候補は災害対応編
成に備えることができる。このとき隊員候補は、現場確認要員が現場を確認中であること
も知ることができるので、無用な不安を招かずに済む。そして、現場確認要員による現場
確認の結果、火災感知情報が誤報であった場合は、火災感知情報の発信先に対して非火災
情報を発信することにより、速やかな事態収拾ができる。
【００３８】
　次に、現場確認要員による現場確認等によって火災と断定されたとき、災害対応編成で
役割を与えられた隊員の所持する端末２Ａに状況を伝達する目的で火災断定情報を発信す
るとともに、他の隊員が所持する端末２Ｂに避難を促す目的で火災断定情報を発信しても
よい。このとき、避難階段における渋滞を緩和する目的で、消防計画で予め定めた避難計
画に基づいて、段階的に時間差を設けて火災断定情報を発信するようにしてもよい。例え
ば、可及的速やかな避難を要する出火階および直上階の端末２Ｂに対して先に火災断定情
報を発信し、上層階、中層階、下層階等の順に時間差を設けて火災断定情報を発信する。
このとき、支援装置１の情報生成部１１２は、火災断定情報とともに避難指示情報を支援
情報として生成し、端末２Ｂに発信させるようにしてもよく、迅速かつ適正な避難活動を
支援することができる。
【００３９】
　また、災害対策編成によって自衛消防隊の役割を与えられた隊員が所持する端末２Ａに
対して、自らが所属する部隊に関する災害対策編成の情報を支援情報として発信するよう
にしてもよい。本発明によって編成される自衛消防隊は、状況に応じて弾力的に部隊を編
成するので固定的な部隊ではなく、部隊構成を事前に知ることができないからである。特
に部隊を指揮する役割の隊員は、部隊構成を把握して持ち場の指揮に当たる必要がある。
そこで、少なくとも本部隊又は地区隊といった部隊を指揮する役割の隊員、例えば隊長に
対しては、対応する端末２Ａからの要求に応じて当該部隊の編成情報を支援情報として提
供できるようにすることが望ましい。また、この支援情報は、隊長以外の隊員に対しても
提供できるようにしてもよい。
【００４０】
　具体的には、端末２Ａの制御部２１には、機能的構成として情報要求手段である要求部
２１１を備える。そして、当該端末２Ａの操作部２５の操作に基づいて、要求部２１１は
、通信部２３を介して支援装置１に対する部隊編成情報の発信要求を発信する。そして、
この発信要求を受け付けた支援装置１の情報生成部１１１は、発信元の端末２Ａをその端
末識別子に基づいて特定し、当該端末２Ａが属する部隊について、役割毎に隊員を特定す
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る部隊編成情報として、編成部１１１が編成した自衛消防隊を構成する部隊毎の構成隊員
を示す部隊一覧情報を支援情報として更に生成し、発信部１１３が当該端末２Ａを発信先
として当該支援情報を通信部１３から発信させる。そして、この支援情報を受け付けた要
求発信元の端末２Ａの制御部２１は、当該支援情報を表示部２４に表示させる（例えば、
図１１を参照）。つまり、発信部１１３は端末２Ａからの要求に基づいて、当該端末２Ａ
を発信先として対応する部隊の部隊一覧情報を発信し、当該端末２Ａに表示させる。また
、防火対象物である当該建築物によっては、面識の無い隊員同士で部隊が編成される場合
もある。そこで、図１１に示したような隊員情報をタップすることにより、各隊員の所属
や氏名に加え、予め登録しておいた顔写真を表示させて隊員を特定できるようにしてもよ
い。
【００４１】
　このように、少なくとも部隊を指揮する役割に選定された隊員に対して、自らが属する
部隊の編成情報を提供することにより、当該隊員は部隊の編成を迅速かつ確実に把握する
ことができ、適切な指揮など自衛消防活動を適切に行うことができ、部隊内で隊員を特定
したコミュニケーションを円滑とすることもできる。
２．変形例
　以上が実施形態の説明であるが、この実施形態の内容は以下のように変形し得る。また
、以下の変形例を組み合わせてもよい。
２－１．変形例１
　上述した実施形態において、支援装置１の記憶部１２が備える第１の記憶領域としての
部隊候補データベース１２１は、自衛消防隊の役割と、その役割毎の定数と、優先して隊
員を選定する役割の順位である役割優先順位と、隊員候補情報として自衛消防隊の役割毎
に優先して選定される順位である選定優先順位と、を関連付けて記憶するものであれば、
その形態は如何なるものであってもよい。例えば、図３に記したような、役割毎に選定優
先順位の順に隊員候補を登録することに代えて、図１２に示すように、役割毎に隊員候補
と対応させて選定優先順位を登録するようにしてもよい。例えば、図１２において本部隊
本部長の役割には、隊員候補番号００１、００２、００３、００９に対応して、それぞれ
選定優先順位１、２、３、４が登録されている。そして、編成部１１１は、本部隊本部長
の役割に対する選定優先順位を参照し、選定優先順位１、２、３、４の順に隊員候補番号
００１、００２、００３、００９を検索して隊員を選定する。このように構成しても、優
先すべき役割に対して優先して選定されるべき隊員候補が選定され、自衛消防隊を適切に
編成することができる。また、不在者を除外したとしても選定優先順位の高い隊員候補が
選定され、ひいては自衛消防隊を適切に編成することができる。
２－２．変形例２
　支援装置１の記憶部１２が備える第１の記憶領域としての部隊候補データベース１２１
は、上述した実施形態で述べた構成に限るものではない。部隊候補データベース１２１は
、自衛消防隊の役割と、その役割毎の定数と、優先して隊員を選定する役割の順位である
役割優先順位と、隊員候補情報とを関連付けて記憶する。上述した実施形態では、隊員候
補情報に、自衛消防隊の役割毎に優先して選定される順位である選定優先順位を隊員候補
の属性情報として記憶するものであったが、この属性情報として役割毎の隊員の適性度を
記憶することに代えてもよい。このとき、編成部１１１は、隊員候補の適性度に基づいて
隊員を選定するようにするとよい。例えば、図１３に示したように、役割毎に各隊員候補
の適性度を数値化して登録する。図１３の例では、本部隊本部長の役割には、隊員候補番
号００１、００２、００３、００９に対応して、それぞれ適性度１０、９、８、６が登録
されている。そして、編成部１１１は、本部隊隊長の役割に対する適性度を参照し、その
値が高い順に隊員候補番号００１、００２、００３、００９を検索して隊員を選定する。
なお、適性度には各隊員候補の訓練結果をそれぞれの適性度に反映させるようにしてもよ
い。例えば、消防訓練で参加した役割に基づいて、当該役割に対する習熟として適性度を
加算するように登録し、記憶させるようにすることができる。また、支援装置１又は図示
しない訓練用サーバに訓練用プログラムを設け、端末２を用いて訓練プログラムを実行す
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るようにし、訓練結果として獲得した得点を反映するように、当該隊員候補の属性情報と
して記憶されている適性度を支援装置１が更新するようにしてもよい。この訓練プログラ
ムとしては、隊員候補が単独で実施する仮想訓練を採用できる。この仮想訓練としては、
設問に対する回答に基づいて採点するようなｅラーニングの手法や、所定の役割に用いる
消防用設備への移動を実際に行って測位手段や当該消防用設備に設けた電子標識等でその
移動の成否を判定する訓練や、更に当該消防用設備の操作方法に対する設問に対する回答
をその操作するとした部位で成否を確認する訓練、等を採用することができる。このよう
な仮想訓練プログラムを用いることにより、平常時に隊員候補が自らの能力を高めること
ができる。また、所定の火災想定で実行するシミュレーションに基づいて、自衛消防隊が
集団で実施する仮想消防訓練のプログラムを行うようにしてもよい。このように、隊員候
補の役割毎の適性度を隊員候補の属性情報として記憶するように構成することにより、優
先すべき役割に対して最も高い適性を有する隊員候補が選定され、自衛消防隊を適切に編
成することができる。また、不在者を除外したとしても高い適性を有する隊員候補が選定
され、ひいては自衛消防隊を適切に編成することができる。また、選定優先順位に基づい
て隊員を選定した後、定数を充足しない役割について適性度に基づいて補充する隊員を選
定して定数を充足するようにしてもよい。
２－３．変形例３
　上述した実施形態において編成部１１１が隊員候補から隊員を選定する前に、情報生成
部１１２は、隊員候補に自衛消防隊への参加を要請する参加要請情報を生成し、これを隊
員候補が所持する端末２に表示させ、編成部１１１は、その参加要請情報に対して許諾す
る旨の応答があった端末２に対応する隊員候補を対象として自衛消防隊を編成するように
してもよい。
【００４２】
　例えば、図５に示したシーケンス図において、火災断定（Ｓ１１０）の後、情報生成部
１１２は、隊員候補に自衛消防隊への参加を要請する参加要請情報を支援情報として生成
し、これを隊員候補が所持する端末２に表示させる。端末２は、通信部２３を介してこの
支援情報を取得し、制御部２１は取得した参加要請情報を表示部２４に表示させる。その
一例を図１４に示す。図１４では、表示部２４の画面２４１に参加要請情報２４１１が表
示されている。例えば、「自衛消防隊参加を要請！可否を選択願います。」と、隊員候補
に自衛消防隊への参加を要請する表示に加え、許諾する旨の応答をするための了解釦２４
１２ａと参加できない旨を応答するための参加不能釦２４１２ｂが表示される。このとき
、図示したように、火災断定情報として火災が発生した旨とその場所とを表示してもよく
、隊員候補に状況を知らせることができる。ここで隊員候補は、自衛消防隊に参加できる
場合は了解釦２４１２ａを、参加できない事情がある場合は参加不可釦２４１２ｂを、タ
ップ操作する。画面２４１に重ねて設けられたタッチパネル２５１を備える操作部２５は
、この操作を検出し、検出された操作に応じて制御部２１が通信部２３を介して支援装置
１へ応答する。そして、支援装置１の編成部１１１は、参加要請情報に対して許諾する旨
の応答があった端末２に対応する隊員候補を対象として災害対応編成を実行する（Ｓ１１
１）。なお、支援装置１は、参加要請情報を端末２に対して発信した後、端末２からの応
答を受け付ける所定時間の受付期間を設け、これを過ぎた時点でタイムアウトし、端末２
からの応答の受付を締め切るようにしてもよい。このようにすると、応答の無い端末２か
らの応答を永遠に待ち続けるような事態を防止することができる。このとき編成部１１１
は、応答が無かった端末２を所持する隊員候補を除外して災害対応編成を実行するように
すればよい。
【００４３】
　上記のような参加対応要請は、災害対応編成を行う場合に限られるものではなく、隊員
候補に何らかの行動を求めるような場合に採用することができる。例えば、初期対応編成
（Ｓ１０３）を実行する前、支援装置１が火災信号を受け付けたときや（Ｓ１０１）、火
災信号に基づいて発生場所を特定したとき（Ｓ１０２）、情報生成部１１２は、隊員候補
に自衛消防隊への参加を要請する参加要請情報を支援情報として生成し、これを隊員候補
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が所持する端末２に表示させる。そして、上記同様に、支援装置１の編成部１１１は、参
加要請情報に対して許諾する旨の応答があった端末２に対応する隊員候補を対象として初
期対応編成を実行する（Ｓ１０３）。
【００４４】
　また、編成部１１１が隊員候補から隊員を選定した後に参加要請を行い、参加要請に対
して許諾する旨の応答がなかった端末に対応する役割を対象として代替要員を選定するよ
うにしてもよい。すなわち、編成部１１１が隊員候補から隊員を選定した後に、情報生成
部１１２は、隊員候補に自衛消防隊への参加を要請する参加要請情報を生成し、これを隊
員候補が所持する端末２に表示させ、編成部１１１は、参加要請に対して許諾する旨の応
答がなかった端末に対応する役割を対象として代替要員を選定するようにしてもよい。例
えば、編成部１１１が部隊候補データベース１２１（図３）を参照して本部隊本部長を選
定する際、隊員候補００１から参加を許諾する旨の応答が無かった場合は、参加を許諾す
る旨の応答があった隊員候補の中から本部隊本部長の役割に対する選定優先順位が最も高
い隊員候補を、例えば、隊員候補００１の次に選定優先順位の高い隊員候補００２を、本
部隊本部長に選定する。
【００４５】
　このように構成することにより、隊員候補が、当該建築物から遠く離れていて参加でき
ない、負傷していて参加できない、何らかの緊急事態に対応中で参加できない、といった
状況であった場合に、無理な編成をしないようにすることができる。
２－４．変形例４
　上述した実施形態において、支援装置１が隊員候補の在館情報を取得するようにし、該
在館情報に基づいて、編成部１１１が不在者を除外した隊員候補から隊員を選定するよう
にしてもよい。在館情報は、当該建築物の入退館を管理する入退館システムに基づいて取
得してもよいし、端末２の位置情報に基づいて取得するようにしてもよい。そして、編成
部１１１は、在館する隊員候補を対象として自衛消防隊の編成を実行することによって、
不在者を除外して自衛消防隊を編成できる。
【００４６】
　上述したように端末２の位置情報を利用する場合は、端末２は、測位技術を用いて自ら
に位置情報を取得する測位手段としての測位部２６を更に備える。測位技術としては、様
々な技術を用いることができる。例えば、建物内に複数配設された複数の無線アクセスポ
イントから受信される、識別情報、電波の強度あるいは信号位相差、等に基づいて３点測
位等により位置情報を取得することができる。また、建物内に複数配設された、電波、超
音波等の音波、赤外線等の光等の放射ポイントから受信される、識別情報、放射強度ある
いは信号位相差、等に基づいて３点測位等により位置情報を取得してもよい。あるいは、
擬似衛星ＧＰＳ（Global Positioning System）（スードライト）や、ＧＰＳリピータや
、ＩＭＥＳ（Indoor Messaging System）等の測位システムを利用して位置情報を取得し
てもよい。あるいは、建物に配設された、ＱＲコード（登録商標）等の受動的光学標識、
音波や光、あるいは、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）、ＢＬＥ（Bluetooth（登録商標） Lo
w Energy）、ＲＦＩＤタグ、等電波を利用した電子標識や近接無線通信装置（ＮＦＣ装置
）によって、その配設場所の位置情報を電子標識やＮＦＣ装置から取得するようにしても
よい。また、このような電子標識やＮＦＣ装置が固有の識別子を備えるようにし、測位部
２６が上記識別子を取得し、予め登録しておいた電子標識やＮＦＣ装置の識別子毎の位置
情報を示すデータベースを参照して、位置情報を取得するようにしてもよい。あるいは、
これらの測位技術によって出発地点のみ位置情報を取得し、その後は端末２に備わる加速
度センサとジャイロセンサを用いた慣性航法等の自律航法により位置情報を取得するよう
にしてもよい。また、上記自律航法に建物内の要所に配設した上記電子標識や上記ＮＦＣ
装置を併用し、自律航法で生ずる位置情報の誤差を電子標識やＮＦＣ装置に基づいて補正
するようにしてもよい。あるいは、上記電子標識や上記ＮＦＣ装置が入退室管理システム
の端末であって、測位部２６が入退室信号を取得したり、測位部２６から端末２の端末Ｉ
Ｄを取得させたりし、入退室管理システムから位置情報を取得するようにしてもよい。そ
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して、端末２が取得した位置情報に基づいて在館するか否かを判定すればよい。なお、端
末２の位置情報に基づいて、当該端末２が当該建築物の直近、例えば当該建築物の敷地内
に位置すると判定される場合は、在館する場合に準じて扱い、自衛消防隊に選定する隊員
候補としてもよい。
【００４７】
　このように、編成部１１１が在館する隊員候補を対象として初期対応編成や災害対応編
成を実行することによって、不在者を除外して自衛消防隊を編成することができるので、
不在で活動に参加できないような隊員候補を誤って自衛消防隊の役割に選定することを防
止することができる。
【００４８】
　また、端末２が上述した測位部２６を備える場合、支援装置１は端末２の位置情報に基
づいて自衛消防隊を編成するようにしてもよい。例えば、編成部１１１は、在館する隊員
候補のうち特定の部隊の属性を有する隊員候補が、所持する端末２の測位手段が取得する
自己の位置情報に基づいて予め登録された部隊の受け持ち地区から所定距離以上乖離して
いる場合は、当該部隊への参加は不可能と判断し、当該部隊の隊員に選定しないようにし
てもよい。また、このとき、編成部１１１は、予め登録された部隊への参加が不可能と判
断された上記隊員候補を、最も近い他の部隊の隊員候補としてもよい。また、例えば、支
援装置１の編成部１１１が初期対応編成を行うとき（Ｓ１０３）、Ｓ１０２で特定した発
生場所に、最も近い、又は、特定した発生場所から所定範囲内に位置する端末２を所持す
る隊員候補を現場確認要員に選定してもよい。このように発生場所から近い位置の隊員候
補が現場確認要員に選定されることにより迅速に現場確認を行うことができ、また、予め
登録されていた部隊への参加が距離的に無理なときに、当該隊員候補を参加不可能な距離
の部隊に選定するような無理な編成を防止することができ、更に、他の部隊の隊員候補と
することにより、部隊を補充する人材として有効に活用することができる。
【００４９】
　また、端末２が上述した測位部２６を備える場合、端末２に火災発生場所を示すように
地図表示させるとき（例えば、図７を参照）、端末２の位置を併せて表示させるようにし
てもよい。初期対応編成や災害対応編成で選定されて活動する隊員の端末２Ａにその位置
を示すように地図表示させることにより、隊員は自らの位置と火災発生場所等とを正しく
把握することができる。
【００５０】
　また、端末２が上述した測位部２６を備える場合、現場確認要員の所持する端末２Ａか
らの異状確認情報を受け付けた支援装置１の異状断定部１１４は、当該端末２Ａから取得
した位置情報が特定された発生場所から所定範囲内に位置しないときは当該端末２Ａが現
場確認していないものとして、この異状確認情報を無視するようにしてもよい。このよう
にすることにより、現場確認要員が端末２Ａを誤って操作したとしてもこれを排除するこ
とができる。
２－５．変形例５
　上述した実施形態において、支援装置１は複数の建築物を識別可能に登録するようにし
、複数の建築物の自衛消防隊を支援するようにしてもよい。それぞれの防火対象物である
建築物は、それぞれ固有の識別子である施設識別子を有し、それぞれの自火報設備２００
は異状信号としての火災信号を発信する際に、この施設識別子をも発信するようにしてお
く。そして、支援装置１の記憶部１２は、この施設識別子を、第１の記憶領域としての部
隊候補データベース１２１と対応させて更に記憶しておく。このように構成することによ
り、支援装置１は、複数の建築物の自衛消防隊を支援することができ、多数の建築物の自
衛消防隊を一つの支援装置１で支援することも可能とする。ひいては、平常時には経済的
に何ら生産しない支援システムの経済的負担を軽減することが可能となり、このような支
援装置１を運営し、支援システムによる自衛消防隊への支援をサービスとして提供する事
業を可能とする。
２－６．変形例６
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　上述した実施形態において、支援装置１から発信された支援情報を端末２にリアルタイ
ムで表示させるために、端末２からのリクエストによらずに端末２に対して能動的に情報
を取得させるプッシュ型情報通知の技術を用いることができる。端末２が休止状態であっ
てもプッシュ型情報通知に基づいて端末２を起動させ、支援情報を強制的に表示させるよ
うに制御する構成の一例について、以下に説明する。
【００５１】
　支援システム１００は、通信回線３を介して支援装置１および端末２と通信し、端末２
に対してプッシュ型情報通知を行うための通知手段として、通知装置４を更に具備する。
通知装置４は、例えば、支援装置１とは別に設けられたサーバである。通知装置４は、支
援装置１と一体化されてもよく、支援装置１と一体化されたサーバで構成するようにして
もよい。通知装置４は、通信部４３と、記憶部４２と、制御部４１とを有する。通信部４
３は、信号線Ｃ３と通信回線３とを介して、端末２、支援装置１と制御情報等を通信する
通信手段としてのインターフェースである。信号線Ｃ３に代えて無線通信で通信回線３と
接続するようにしてもよい。記憶部４２は、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、ハードディスク
等の不揮発性の記憶手段である。記憶部４２は、通知装置４を動作させ、支援装置１から
の通知要求に応じて指定される、通知装置４が端末２を識別するための第２の端末識別子
であるデバイストークンに対応する端末２に、支援装置１が発信する支援情報を識別する
ための情報識別子をプッシュ型情報通知する通知処理を実行するための制御プログラムを
記憶する。また、記憶部４２は、端末２について、通信識別子とデバイストークンとを関
連付けて記憶する。制御部４１は、記憶部４２に記憶されたプログラムに基づいて通知装
置４の各部の動作を制御する制御手段である。制御部４１は、図示せぬＣＰＵ等の演算処
理装置を備える（図１５を参照）。
【００５２】
　一方、端末２の記憶部２２は、予め付与された自らの通信識別子（例えば、電話番号）
と、通知装置４が端末２を識別するために予め付与される第２の端末識別子であるデバイ
ストークンと、防災支援アプリと、を更に記憶する。防災支援アプリは、プッシュ型情報
通知を実行するための制御プログラムである。この防災支援アプリは、通信部２３を介し
て自らのデバイストークンと一致する通知装置４から通知を受け付け、休止状態であって
も制御部２１を起動させ、通知装置４からの通知に含まれる情報識別子を取得する。また
、端末２の制御部２１は、取得した情報識別子に基づいて対応する支援情報を発信するよ
うに支援装置１に要求する情報要求手段としての要求部２１１を機能的構成として更に備
える。
【００５３】
　また、支援装置１の記憶部１２は、部隊候補データベース１２１に記憶する端末２を所
持する隊員の属性情報として、通知装置４が端末２を識別するための第２の端末識別子と
してのデバイストークンを関連付けて更に記憶する。また、支援装置１の情報生成部１１
２は、端末２に表示させるための支援情報を生成するとともに当該支援情報を識別する前
記情報識別子を更に生成する。
【００５４】
　次に、本発明に係る支援システム１００におけるプッシュ通知の動作について、図１６
に示すシーケンス図に基づいて説明する。
【００５５】
　支援装置１の情報生成部１１２は、異状確認指示（図５のＳ１０５）や役割情報（図５
のＳ１１３）等、端末２に支援情報を表示させるイベントが発生したとき（Ｓ２０１）、
対応する支援情報を生成するとともに当該支援情報を識別するための情報識別子を生成す
る（Ｓ２０２）。また、情報生成部１１２は、部隊候補データベース１２１を参照して、
当該支援情報を表示させる端末２に対応するデバイストークンを取得する（Ｓ２０３）。
そして、支援装置１の発信部１１３は、支援情報の発信先である端末２に対応するデバイ
ストークンと情報識別子とを指定した通知要求を通知装置４に向けて発信する（Ｓ２０４
）。この時点で、支援装置１は支援情報を発信していない。支援装置１からの通知要求を
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受け付けた通知装置４は、記憶部４２を参照し、受け付けた通知要求のデバイストークン
と対応する端末２の通信識別子を特定する（Ｓ２０５）。そして、通知装置４の制御部４
１は、通信部４３を介して当該通信識別子を有する端末２に向けて、デバイストークンと
情報識別子とを発信し、通知する（Ｓ２０６）。
【００５６】
　通信部２３を介して通知装置４から発信された通知を受け付けた端末２の防災支援アプ
リは（Ｓ２０６）、記憶部２２を参照して、当該通知に含まれるデバイストークンが自ら
のものであるか否かを判定し、一致する場合は受け付けた通知に含まれる情報識別子を取
得し、制御部２１を起動する（Ｓ２０７）。そして、起動した制御部２１の要求部２１１
は、情報識別子に対応する支援情報を発信するように通信部２３を介して支援装置１に要
求する（Ｓ２０８）。この端末２からの要求を受け付けた支援装置１の発信部１１３は、
当該端末２の表示部２４に当該支援情報を表示させるために、この要求に含まれる情報識
別子に対応する支援情報を当該端末２に向けて発信する（Ｓ２１０）。そして、通信部２
３を介して取得した支援情報を、端末２の制御部２１は自らの表示部２４に表示させる（
Ｓ２１１）。このとき、端末２は自らが備えるＷｅｂページ閲覧ソフト、所謂ブラウザを
用いて、取得した支援情報を表示部２４に表示させるようにしてもよく、この場合、支援
装置１の発信部１１３は、支援情報を掲載したＷｅｂページを作成し、当該Ｗｅｂページ
のＵＲＬを指定して端末２に支援情報を取得させるようにしてもよい。
【００５７】
　なお、通知装置４は、プッシュ型情報通知サービス提供者が設けたプッシュ型情報通知
用通知装置、例えば、ＧＣＭサービスを提供するＧＣＭサーバや、ＡＰＮサービスを提供
するＡＰＮＳサーバ等、であってもよい。また、通知装置４が端末２を識別するための第
２の端末識別子としてのデバイストークンは、通知装置４との間で、各種項目の設定登録
作業を行うことにより、端末２の記憶部２２に記憶されるようにしてもよい。また、通知
装置４は、支援装置１と一体化されて、支援装置１が端末２に対してプッシュ型情報通知
を直接行うようにしてもよい。このとき、端末２の端末識別子としての端末ＩＤと、第２
の端末識別子としてのデバイストークンとを端末２に関連付けて用いるようにしてもよい
し、共通の端末識別子として共用するようにしてもよい。なお、支援装置１、通知装置４
、端末２は、互いに識別して通信を確立するために、それぞれが通信識別子を備えるよう
にしてもよい。端末２の通信識別子はその一例であり、デバイストークンと共用するよう
にしてもよい。
【００５８】
　このように、プッシュ型情報通知の技術を採用することにより、平常時は端末２を休止
させておくことができ、火災等の異状発生時は、端末２が休止中であろうと支援装置１か
らの支援情報を能動的にリアルタイムで表示させることができる。ひいては、従来のプル
型情報通知技術を用いて、端末２から支援装置１に頻繁にアクセスし、表示すべき支援情
報が存在するか否かを確認する必要がない。したがって、通信トラフィックを低減させる
ことができるとともに、平常時に休止状態としておくことにより端末２の電力消費を低減
させることができる。特に、端末２がモバイル端末であって電池電源で動作している場合
は、電池の消耗を低減させることができ、ひいては端末２の稼働時間を大幅に長くするこ
とが可能となる。
２－７．変形例７
　上述した実施形態において、支援装置１は、クラウドコンピューティングシステムの機
能によって構成されるようにしてもよい。ここで述べるクラウドコンピューティングシス
テムとは、通信回線３によるネットワーク上に設けられた複数のネットワーク機器に、ソ
フトウェアや情報を格納しておき、端末２が通信回線３にアクセスすることによって、ネ
ットワーク上に設けられた前記複数のネットワーク機器を支援装置１として利用可能とす
る技術である。例えば、ネットワーク上に設けられた複数のクラウドサーバが互いに連携
して、支援装置１として機能するものである。このように構成することにより、ネットワ
ーク上のクラウドサーバを増設することにより、支援システム１００の規模を容易に拡大
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することができる。また、端末２からの支援装置１へのアクセスを複数のクラウドサーバ
に分散させることを可能とするので、一つの支援装置１にアクセスが集中して機能不全に
陥ることを防止することができる。
２－８．変形例８
　上述した実施形態では、端末２を自衛消防隊が所持し、携帯するモバイル端末２Ａ、２
Ｂとして説明したがこれに限るものではない。支援システム１００は、据置型のＰＣ、例
えば、デスクトップＰＣやラップトップＰＣ、等を用いた端末２を、端末２Ｃとして防災
センタ等の自衛消防活動の活動拠点や遠隔地の監視センタ等に設置するようにしてもよい
（図１を参照）。
【００５９】
　更に、自衛消防隊隊員が所持する端末２Ａからは、初期対応において現場確認要員が所
持する端末２Ａからの火災確認や非火災確認といった異状確認情報による報告に加え、操
作部２５を操作して各種報告を行えるようにしてもよい。例えば、出火階において役割が
消火係の隊員が所持する端末２Ａからは、初期消火に成功したか否か、初期消火できなか
った場合には延焼する虞が高いこと、等の報告を行えるようにしておくとよい、また、例
えば、避難誘導係の役割の隊員が所持する端末２Ａからは、当該隊員が担当する避難対象
地区からの全員退出や、避難場所における点呼確認に基づく避難完了報告を行えるように
しておくとよい。これらのように、活動している自衛消防隊隊員の役割に応じて、活動結
果や状況を報告できるようにする。例えば、端末２の画面２４１に各種メニュー釦２４１
６（例えば、図７の選択釦２４１６ａ～２４１６ｅ）を表示させておき、報告する内容に
応じた釦を各種メニュー釦２４１６から選択して操作する。例えば、消火係は現地報告釦
２４１６ｂを、避難誘導係は避難報告釦２４１６ｅを操作する。そして、続いて表示され
る図示しない報告画面において、報告内容を選択して操作できるようにしておく。現場確
認報告を行う場合の画面（図８を参照）は、その一例である。
【００６０】
　そして、端末２Ａからの上記報告を、支援装置１は記憶部１２にログとして記憶するよ
うにするとよい。そして、防災センタ等、防火対象物である建築物の自衛消防活動の活動
拠点に設置する端末２Ｃが、支援装置１に記憶された上記ログを取得して表示できるよう
にすると、防災センタ等の活動拠点で当該建築物の自衛消防隊全体の編成や活動状況を把
握できる。このため、端末２Ｃは、端末２Ａ、２Ｂの構成に加え、操作部２５の操作に応
じて上記ログを含む任意の支援情報を発信するように支援装置１に対して要求する機能的
構成として図示しない要求部を備えるとよい。また、この要求に対して支援装置１の情報
生成部１１２は、記憶装置１２に記憶した上記ログや部隊候補データベース１２１等を参
照して、端末２Ｃが要求する支援情報、例えば、当該建築物の自衛消防隊全体の情報、を
生成し発信できるようにする。このように構成することにより、防災センタ等の自衛消防
活動の活動拠点において、自衛消防隊全体の編成や活動状況を把握することができ、自衛
消防活動全体を適切に指揮することが可能となる。
【００６１】
　また、上述した端末２Ｃは、自衛消防隊全体を指揮する役割の隊員の操作によって、各
種判断や指令を発信できるようにしてもよい。例えば、端末２Ｃの操作によって火災断定
するようにしてもよい。上述した実施形態では、支援装置１は、火災断定信号（Ｓ１０９
）又は現場確認要員からの異状確認情報（Ｓ１０８）に基づいて異状断定部１１４が火災
と断定していた（Ｓ１１０）。この異状断定部１１４が火災断定することに代えて、火災
断定信号（Ｓ１０９）又は異状確認情報（Ｓ１０８）を受け付けた支援装置１は、端末２
Ｃのみに対して、火災断定信号又は異状確認情報を受け付けた旨を表示させ、火災と断定
するか否かの判断を求めるようにしてもよい。そして、この表示に基づいて、指揮する役
割の隊員は、火災と断定するか否かを判断し、端末２Ｃの操作部２５を操作して判断結果
を支援装置１に指令し、異状断定部１１４の判断に代える。このとき、指揮する役割の隊
員は、現場を映出できる監視カメラの映像や、現場確認要員の端末２Ａに備わる通話機能
や自火報設備２００の保安用電話や非常電話設備等を用いて、現場の状況を確認し、機械
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的な判断よりも適切な判断を行うことができる。
【００６２】
　また、例えば、火災が制御不可能な状況に陥って、自衛消防隊の隊員に危険が迫ってい
るような場合に、自衛消防隊全体を指揮する役割の隊員は、端末２Ｃの操作部２５を操作
して、支援装置１から端末２Ａに対して避難指示を告げる支援情報を表示させるようにし
てもよい。支援装置１の情報生成部１１２は、端末２Ｃからの指示にしたがって避難指示
を告げる支援情報を生成して少なくとも端末２Ａに向けて発信し、その表示部２４に表示
させる。このような、避難指示は、公設消防隊が到着し、公設消防隊への引き継ぎが完了
したときに、公設消防隊への引継完了の通知とともに、端末２Ａに表示させるようにして
もよい。
【００６３】
　また、例えば、自衛消防隊による初期消火が奏功して火災が鎮火したことを確認したよ
うな場合に、自衛消防隊全体を指揮する役割の隊員は、端末２Ｃの操作部２５を操作して
、消防活動終了を告げる復旧通知を端末２に対して通知するようにしてもよい。支援装置
１の情報生成部１１２は、端末２Ｃからの指令にしたがって消防活動終了を告げる復旧通
知を支援情報として生成して端末２に向けて発信し、その表示部２４に表示させる。なお
、火災が鎮火して自火報設備２００の受信機１０で復旧操作を行うことにより、自火報設
備２００（受信機１０）から支援装置１に向けて復旧信号を発信し、この復旧信号に基づ
いて支援装置１の情報生成部１１２が復旧通知を支援情報として生成して端末２に向けて
発信し、その表示部２４に表示させるようにしてもよい。すなわち、端末２Ｃは、指揮権
を有する隊員の操作によって、支援装置１に対して当該隊員の判断又は指示を対応する端
末２Ａに表示させるための情報を発信するように指令し、公設消防隊到着の通知、公設消
防隊への引継完了の通知、火災復旧の通知、火災断定の判断、避難指示、の少なくとも一
つの情報を対応する端末２Ａに表示させるものである。
【００６４】
　上記のように、自衛消防隊全体を指揮する役割の隊員の操作によって、端末２Ｃが各種
判断や指令を発信できるようにすることにより、支援装置１に対して適切な火災断定の判
断を指令したり、当該建築物の各地に散った隊員に対して速やかに、避難指示、公設消防
隊への引継完了、復旧通知、等の指示や通知を行ったりすることができる。
【００６５】
　なお、端末２Ｃが自衛消防隊の活動拠点である防災センタ等に設置された場合であって
も、無関係な者や、指揮する役割でない隊員（すなわち指揮権の無い隊員）が端末２Ｃを
勝手に操作するようでは、適切な指揮が行われない虞がある。したがって、端末２Ｃには
、隊員を認証する認証手段を設けておき、アクセスする隊員やオペレータの役割に応じて
、操作可能な内容を定める操作権を設定しておくことが望ましい。例えば、防災センタの
オペレータや、自衛消防隊全体の指揮権を有しない本部隊隊員は、認証手段によって表示
操作のみを許可する操作権を取得するか、あるいは認証手段を用いることなく最初から表
示操作のみを可能としておく。そして、先に述べたように、支援装置１からログを取得し
て表示することができる。また、例えば、自衛消防隊全体の指揮権を有する隊員は、認証
手段によって、各種判断や指令を操作できる操作権を取得し、その操作を行うことができ
るようにしておく。このように、端末２Ｃに認証手段を設け、この認証手段による認証に
応じて操作権を取得するように構成することにより、指揮権の無い者が勝手な操作を行え
ないようにすることができる。なお、認証手段としては、パスワード、セキュリティカー
ド、指紋、静脈や虹彩等の生体認証、等、あらゆる手段を用いることができ、適宜決定さ
れる。また、認証手段は、端末２Ｃだけで完結するように構成してもよいが、端末２Ｃに
は認証手段の入力手段だけを設けておき、これを支援装置１に送って、予め支援装置１の
部隊候補データベース１２１等の隊員属性情報として記憶させておいた認証情報と照合し
、一致する場合だけ支援装置１が端末２Ｃからの操作を受け付けるように構成してもよい
。なお、自衛消防隊全体の指揮権を有する隊員による操作は、上述した端末２Ｃに代えて
、当該隊員が所持し携帯する端末２Ａを用いてもよい。この場合、当該端末２Ａを所持す
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る隊員、すなわち指揮権を有する隊員が操作するものであるから、上記のように認証手段
を設けなくてもよく、支援装置１が当該端末２Ａに対応する隊員が選定された役割に基づ
いて受け付けるようにすればよい。
【００６６】
　端末２Ｃに表示させるログは、火災発生からの自衛消防隊の活動履歴そのものであるこ
とから、公設消防隊への引き継ぎに用いることができる情報である。従来、到着した公設
消防隊へ自衛消防隊から引き継ぎを行う際はホワイトボードを用いて情報を伝達していた
が、これに代えて、ホワイトボード並の大きな画面、例えば少なくとも６０インチ以上の
画面サイズを有する表示装置を端末２Ｃの外部モニタとして接続し、支援装置１から取得
したログを表示させるようにしてもよい。出動要請に応じて到着した公設消防隊へ自衛消
防隊から事態を引き継ぐ際、従来はホワイトボード等を用いて人手によって経過および現
状の情報を伝達していたが、このようにすることによって引き継ぎ作業を迅速かつ正確に
行って支援することができる。
【００６７】
　公設消防隊への引継情報としてのログとしては、少なくとも自火報設備２００および支
援システム１００の動作状況をイベント情報として、その発生時刻とともに支援装置１の
記憶部１２に蓄積するようにする。このとき、自火報設備２００が感知した火災等に異状
発生場所も、感知手段に備わる固有の識別子や感知手段が配設された区画情報に基づいて
併せて蓄積するようにしておく。更にその情報発信の時刻を、また、更に端末２が測位部
２６を有する場合はその位置情報を、併せて蓄積するとよい。自火報設備２００が発信す
る異状信号としての火災信号は、自火報設備２００の動作状況を示すイベント情報の一例
である。また、支援装置１の情報生成部１１２が生成した、役割情報、行動指示情報、等
の支援情報は、支援システム１００の動作状況を示すイベント情報の一例である。なお、
ログは公設消防隊への引き継ぎに用いるものに限られるものではなく、自衛消防活動中の
隊員が所持する端末２Ａに表示させて、火災の経緯や状況を確認するようにしてもよい。
この場合の端末２Ａは、端末２Ｃと同様に、支援装置１に対してログを発信するように要
求する要求手段を備え、この要求に応じて支援装置１から発信されるログを取得して表示
部２４に表示させるように制御すればよい。
【００６８】
　また、上述したイベント情報をその種類毎に分類して蓄積し、火災時には支援装置１が
所轄消防署へ向けて通報するとともに、上記イベント情報のうち火災関連情報のみを抽出
して所轄消防署へ向けて発信するようにしてもよい。更に、支援装置１の上記火災関連情
報へのアクセス情報を所轄消防署へ併せて発信し、支援装置１の情報生成部１１２は当該
建築物の上記火災関連情報を支援情報として生成し、該アクセス情報に基づく支援装置１
へのアクセスに対して該支援情報を取得させるようにしてもよい。また、所轄消防署へ通
報（出動要請）した後、現場へ向かっている公設消防隊が上記アクセス情報に基づいて支
援装置１にアクセスしたとき、当該公設消防隊へ向けて上記支援情報を送信するようにし
てもよい。当該公設消防隊は、例えば、スマートフォンやタブレット端末等の図示しない
端末でこれを受信し、現場到着前に現場状況の概要を知ることができるので、公設消防隊
は速やかに消火作業等を開始することができる。なお、公設消防隊が有する端末は、上記
に限らず、例えば、支援装置１の情報生成部１１２が生成するようにした音声情報による
支援情報を携帯電話等で受信するようなものであってもよい。
２－９．変形例９
　上述した実施形態において、現場確認要員からの異状確認情報に基づいて、支援装置１
の異状断定部１１４が火災か否かを判定していたが、支援装置１は発信部１１３から異状
確認情報に基づいた火災断定情報又は非火災情報を発信するようにし、この情報に基づい
て当該建築物に備わる非常用放送設備より火災放送又は非火災放送をさせるようにしても
よい。このとき、非常用放送設備は、支援装置１からの上記情報を取得できるように、通
信回線３に接続する通信部を備えるようにするとよい。
２－１０．変形例１０
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　上述した実施形態において、感知手段が感知する異状とは火災やガス漏れ等であったが
、他の異状を感知するようにしてもよい。例えば、漏電や水漏れなどを感知する感知手段
であってもよい。要するに、感知手段は、それが作動した場合に人が現場で状況を確認し
たり現地対応をしたりする意味がある種類の異状を感知するものであればよい。また、例
えば、深夜に不審者を人感センサが感知したり、窓センサが窓ガラスの破壊を感知したり
した場合、支援装置１は、端末２を携帯する警備員に対して現場確認を指示したり、警備
会社や所轄警察署へ通報するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００６９】
１００…支援システム、２００…自火報設備、１…支援装置、１１…制御部、１１１…編
成部、１１２…情報生成部、１１３…発信部、１１４…異状断定部、１２…記憶部、１２
１…部隊候補データベース（第１の記憶領域）、１２２…兼務禁止役割データベース（第
２の記憶領域）、１３…通信部、２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ…端末、２１…制御部、２１１…
要求部、２２…記憶部、２３…通信部、２４…表示部、２４１…画面、２５…操作部、２
５１…タッチパネル、２４１２ａ…了解釦、２４１２ｂ…参加不能釦、２４１６…メニュ
ー釦、２４２１ａ…火災確認釦、２４２１ｂ…非火災確認釦、２５１４…地図表示、２６
…測位部、３…通信回線、４…通知装置、５…火災感知器、６…ガス漏れ検知器、７…音
響装置（音響警報装置、ベル）、８…中継器（ガス漏れ検知器用）、９…中継器（音響装
置用）、１０…受信機、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３…信号線、Ｘ…無線通信回線
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